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一
九
九
六
年
に
考
古
発
見
さ
れ
た
湖
南
省
長
沙
市
の
走
馬
楼

の
木
犢
竹
簡
類
は
、
こ
れ
ま
で
「
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
・
嘉

禾
吏
民
田
家
前
」
と
『
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
・
竹
簡
」
と
し

て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
竹
簡
類
に
は
多
く
の
疾
病
名
が
含

ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
特
徴
が
あ
る
。
竹
簡
・
木
犢
は
、

行
政
文
書
で
あ
り
、
今
日
の
戸
籍
と
収
税
文
書
に
あ
た
る
も
の

で
あ
る
。

簡
犢
の
年
号
は
、
最
も
早
い
も
の
で
は
後
漢
の
献
帝
の
建
安

二
十
五
年
（
二
二
○
）
、
も
っ
と
も
遅
い
も
の
は
呉
の
孫
権
の
嘉

禾
六
年
（
二
三
七
）
で
あ
る
。
『
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
・
嘉
禾

吏
民
田
家
荊
」
に
記
載
さ
れ
た
年
度
は
、
嘉
禾
四
年
（
二
三
五
）

と
嘉
禾
五
年
（
二
三
六
）
で
あ
る
。

一
方
『
傷
寒
論
」
を
述
べ
た
張
仲
景
は
、
名
は
機
、
仲
景
は

67

「
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
・
竹
簡
』
と

『
傷
寒
論
」
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字
で
あ
る
。
未
の
林
億
は
、
「
傷
寒
論
・
序
」
に
唐
の
甘
伯
宗
の

「
名
医
伝
」
を
引
い
て
、
南
陽
の
人
、
名
は
機
、
孝
廉
に
挙
げ
ら

れ
、
官
は
長
沙
太
守
に
至
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
太
平
御
覧
」

巻
四
四
四
に
「
何
顛
別
伝
」
を
引
い
て
、
同
郡
の
張
仲
景
が
子

供
の
時
に
何
顛
と
あ
っ
た
と
い
う
話
を
述
べ
、
言
後
漢
書
」
に
よ

れ
ば
曹
操
に
仕
え
た
何
顛
は
南
陽
襄
郷
の
人
と
い
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
張
仲
景
も
南
陽
の
人
で
あ
り
、
何
顛
に
会
っ
た
の
は
、

彼
の
死
亡
推
定
年
代
の
初
平
三
年
（
一
九
二
）
以
前
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ま
た
張
仲
景
が
長
沙
太
守
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
確
定
的
で
は
な
い
が
、
清
の
孫
鼎
宜
は
、
張
機
の
機
は
羨
で

あ
り
、
こ
の
張
羨
は
長
沙
太
守
張
羨
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

皇
甫
證
の
『
黄
帝
三
部
鍼
灸
甲
乙
経
」
の
序
に
張
仲
景
が
王
築

の
死
を
予
見
し
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
王
梁
、
字
は
仲
宣
、
建

安
時
期
の
著
名
な
詩
人
で
あ
る
。
彼
は
呉
へ
の
征
に
従
っ
て
死

亡
し
た
。
そ
の
原
因
は
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
の
大
疫
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
張
仲
景
は
、
長
沙
に
居
た
か
、

ま
た
は
関
係
が
あ
っ
た
。
簡
犢
の
出
現
地
も
長
沙
で
あ
る
。

発
見
さ
れ
た
簡
犢
は
後
漢
の
末
か
ら
三
国
の
呉
に
至
る
時
代

の
も
の
で
あ
る
。
西
暦
二
二
○
年
か
ら
二
三
七
年
に
相
当
す
る
。
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こ
の
年
代
は
後
漢
末
の
「
傷
寒
論
」
の
著
者
張
仲
景
の
年
代
に

非
常
に
近
い
。

張
仲
景
の
自
序
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
「
傷
寒
卒
病
論
集
」

に
よ
れ
ば
、
「
余
の
宗
族
素
よ
り
多
し
、
向
か
う
に
二
百
を
余
す
。

建
安
紀
年
（
一
九
六
）
以
来
、
猶
を
未
だ
十
念
（
二
○
六
）
を

え
ず
し
て
、
死
亡
す
る
者
三
分
の
有
二
に
あ
り
。
傷
寒
十
に
し

て
其
七
に
居
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
傷
寒
論
」
は
西

暦
二
○
六
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
百
人
を
越
え

る
宗
族
の
三
分
の
二
が
死
亡
し
、
そ
の
七
割
が
傷
寒
の
流
行
病

で
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
当
時
の
疫
病
の
流
行
が
ど
ん
な

に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
知
れ
る
。

「
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
・
竹
簡
」
は
戸
籍
簿
と
田
租
の
文
書
、

そ
の
集
計
、
さ
ら
に
手
紙
文
書
な
ど
で
あ
る
。
竹
簡
の
戸
籍
簿

の
内
容
は
、
一
般
的
に
住
所
、
戸
人
、
爵
位
、
姓
名
、
年
齢
、

「
算
一
数
、
体
の
特
徴
、
患
っ
て
い
る
疾
患
な
ど
の
項
目
が
記
入

そ
の
集
計
、
〉

の
内
容
は
、

「
算
」
数
、
体

さ
れ
て
い
る
。

竹
簡
に
現
れ
た
疾
病
名
は
、
刑
右
足
、
刑
左
足
、
刑
両
足
、

雀
左
手
、
雀
右
足
、
雀
左
足
、
膣
両
足
、
腫
右
足
、
踵
左
足
、

盲
目
、
盲
右
目
、
盲
両
目
、
聾
両
耳
、
苦
癬
病
、
苦
腹
心
病
、

苦
風
病
、
龍
耳
砂
目
、
口
染
病
物
、
遣
疾
並
馳
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
疾
病
名
は
、
医
者
に
よ
っ
て
診
断
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
戸
籍
を
記
録
す
る
官
吏
が
労
役
に
耐
え
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
た
め
に
、
外
的
に
観
察
さ
れ
る
疾
病
や
傷
害
を
記
録

し
た
も
の
で
あ
る
。

『
傷
寒
論
』
『
金
置
要
略
』
に
こ
れ
ら
の
疾
病
を
確
認
す
る
と

苦
腹
心
病
の
み
が
、
心
腹
痛
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
ｃ
そ
の

他
は
『
傷
寒
論
」
や
『
金
置
要
略
」
に
は
確
認
で
き
な
い
疾
病

名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
戸
籍
の
記
録
と
『
傷
寒
論
」
や
「
金
置

要
略
」
の
疾
病
治
療
は
自
ず
と
目
的
が
違
う
が
、
同
一
地
域
と

同
時
代
に
記
録
さ
れ
た
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
急
性
期
の
疾
患
の
治
療
が
目
的
で
あ
る
『
傷
寒
論
」

は
、
同
時
代
の
大
疫
と
社
会
構
造
を
視
点
に
し
な
け
れ
ば
、
よ

り
深
い
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。


